
岩手県企業局管理規程第３号 

 企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和２年３月31日 

岩手県企業局長 藤 澤 敦 子  

   企業局組織規程の一部を改正する規程 

 企業局組織規程（昭和43年岩手県企業局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （職の設置）  （職の設置） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 前項に規定する課長及び担当課長を、次のとおり本庁の室

及び課に置く。 

２ 前項に規定する課長及び担当課長を、次のとおり本庁の室

及び課に置く。 

 室及び課 課長及び担当課長   室及び課 課長及び担当課長  

  ［略］     ［略］   

 業務課 事業担当課長 電気課長 土木・施設担

当課長  

  業務課 事業担当課長 電気課長 土木・施設担

当課長 発電所再開発推進課長 

 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

６ 前各項に規定する職のほか、本庁に参事、技術参事、主幹

、技術主幹、副主幹又は技術副主幹を、事業所に主幹、技術

主幹、副主幹及び技術副主幹を組織の必要に応じ置くことが

ある。 

６ 前各項に規定する職のほか、本庁に参事、技術参事、特命

参事、主幹、技術主幹、副主幹及び技術副主幹を、事業所に

主幹、技術主幹、副主幹及び技術副主幹を組織の必要に応じ

置くことがある。 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （本庁の主要職員の職務）  （本庁の主要職員の職務） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２～11 ［略］ ２～11 ［略］ 

 12 特命参事は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、

室の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。 

12 ［略］ 13 ［略］ 

13 ［略］ 14 ［略］ 

14 ［略］ 15 ［略］ 

15 ［略］ 16 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 企業局公印規程（昭和43年岩手県企業局管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 公 印    公 印   

 
印刻文字 

大きさ（ミリメ

ートル） 

管守機関   
印刻文字 

大きさ（ミリメ

ートル） 

管守機関  

  ［略］      ［略］    



 岩手県企業局業務課土

木・施設担当課長 

 ［略］    岩手県企業局業務課土

木・施設担当課長 

 ［略］   

      岩手県企業局業務課発

電所再開発推進課長 
〃 

業務課発電所再

開発推進課長 

 

 施設総合管理所長  ［略］    施設総合管理所長  ［略］   

  ［略］      ［略］    

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

３ 企業局企業職員給与規程（昭和43年岩手県企業局管理規程第12号）の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

 （級別職務区分）  （級別職務区分） 

第３条 級別職務区分は、次の表に掲げるとおりとする。 第３条 級別職務区分は、次の表に掲げるとおりとする。 

 区 行政職給料表に定める級別職務区分   区 行政職給料表に定める級別職務区分  

 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級   分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級  

 本

庁 

 ［略］  ［略］ 総括

課長 

 

 

課長 

総括

課長 

 

 

課長 

 ［略］   本

庁 

 ［略］  ［略］ 総括

課長 

特命

参事 

課長 

総括

課長 

特命

参事 

課長 

 ［略］  

 事

業

所 

   ［略］       事

業

所 

   ［略］      

                    

 ［略］  ［略］ 

 （給料の特別調整額）  （給料の特別調整額） 

第４条 給料の特別調整額の支給を受ける職員の職を次の表に

掲げるとおり指定する。 

第４条 給料の特別調整額の支給を受ける職員の職を次の表に

掲げるとおり指定する。 

 職 区 分   職 区 分  

  ［略］     ［略］   

 総括課長 県南施設管理所長 施設総合管理所次

長 
４種 

  総括課長 県南施設管理所長 施設総合管理所次

長 特命参事 
４種 

 

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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